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さ
ぁ
、
話
し
合
い
ま
し
ょ
う
！

わ
が
国
は
明
治
維
新
以
降
の
中
央
集
権
シ

ス
テ
ム
に
よ
る
欧
米
へ
の
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
と
い

う
目
的
を
果
た
し
、今
や
地
方
分
権
時
代
を

迎
え
ま
し
た
。
自
ら
の
手
で
地
域
の
個
性
に
応

じ
た
魅
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
を
行
う
こ
と
が

可
能
と
な
っ
た
の
で
す
。

一
方
、少
子
・
高
齢
化
の
進
行
や
、住
民
ニ
ー

ズ
の
複
雑
・
多
様
化
な
ど
社
会
経
済
情
勢
は
大

き
く
変
化
し
て
き
て
お
り
、住
民
に
と
っ
て
最

も
身
近
な
自
治
体
で
あ
る
市
町
村
に
は
、自
ら

の
判
断
と
責
任
の
も
と
に
、地
域
の
実
情
に
あ

っ
た
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
く
こ
と
が

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、介
護
保
険
や
高
度
医
療
、ダ
イ
オ

キ
シ
ン
対
策
や
産
廃
処
理
へ
の
対
応
な
ど
、こ

れ
ら
の
課
題
に
市
町
村
が
的
確
に
応
え
て
い
く

た
め
に
は
、広
域
的
な
観
点
か
ら
の
地
域
づ
く

り
・
ま
ち
づ
く
り
や
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
維
持
・
向

上
を
進
め
る
必
要
が
あ
り
、市
町
村
合
併
が
そ

の
有
効
な
手
段
と
な
っ
て
き
ま
す
。

市
町
村
合
併
は
今
後
の
市
町
村
行
政
、そ
し

て
、地
域
の
将
来
の
あ
り
方
に
関
わ
る
重
大
な

問
題
で
あ
り
ま
す
の
で
、市
町
村
の
主
体
的
な

取
り
組
み
が
不
可
欠
で
あ
り
、市
町
村
長
や
議

会
議
員
な
ど
、自
治
体
関
係
者
と
住
民
と
が
十

分
な
議
論
を
行
っ
た
う
え
で
決
定
さ
れ
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

合
併
に
よ
っ
て
ど
う
自
治
体
の
サ
ー
ビ
ス
基

盤
を
強
化
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま

ら
ず
、ど
う
い
う
地
域
づ
く
り
を
す
る
か
、地

域
の
価
値
を
高
め
、個
性
あ
る
ま
ち
づ
く
り
を

す
る
た
め
に
は
ど
う
い
う
合
併
を
す
る
の
が
良

い
か
、是
非
と
も
考
え
て
欲
し
い
と
願
っ
て
お
り

ま
す
。

この合併パターンは、あくまで市町村合併の

検討へ向けたスタートとして、地域での合併議論を起こし、

深めていただくための参考として示すものです。

住民の皆様が市町村合併を自らの問題として考え、市町村とともに

地域の将来像やあり方について、議論されるよう期待しています。

「新潟県市町村合併促進要綱」
で提案した合併パターン



市町村
�

合併�

「市町村合併促進要綱」で示された21のエリアに
ついて、素朴な疑問や不安などに答えてみました。
みなさんはどう思いますか？これからのみなさん
のまちづくりについて、周りの人と話し合ってみま
しょう！

合 併 パ タ ー ン 21

新潟市と周辺市町村では道路や下水道などの公共
施設の整備状況がかなり違うと思うけど、合併して
同じ水準にするためにはかなりのお金がかかるん
じゃないの？

同じ水準の行政サービスを確保し、新しい市として
の一体性を確立しなければなりませんから、一時的
に財政負担が大きくなることは考えられます。そう
したことに対応できるよう、現在、平成１７年３月末
までに合併した市町村に対し、地方交付税や補助
金など国や県の財政支援策が用意されています。

Q
A

新 潟 圏 域 2no.4
●新潟市　●新津市　●白根市　●豊栄市　●小須戸町
●横越町　●亀田町　●味方村　●月潟村　●中之口村

政令指定都市�
移 行 型 �

565.09km2

750,575人

ここは新潟市に通勤している人も多くいる
ね。人口

や面積も小さいけど、このエリアを考えたの
はなぜ？

このエリアは、南部郷として買い物や通
勤など日

常生活で水原町を中心とした一定のまと
まりもみ

られ、住民の一体感が強い地域です。小
さい市町

村同士の合併であっても、「市」になるこ
とにより、

地域のイメージアップが図られたり、これ
まで十分

でなかった専門職員を多く採用できるよ
うになり、

高度な行政サービスの提供が可能になる
など多く

のメリットが期待できます。

Q
A

新 潟 圏 域 1no.3
●安田町　●京ヶ瀬村　●水原町　●笹神

村

市制�
移行型�

192.72 km2

48,459人

個性ある地域づくりで有名なところも多いね。こう
した地域の魅力が合併することで失われることは
ないのかな？

これまでに培
つちか

ってきた地域の伝統文化をきちんと
伝えていくことは、新たな魅力づくりのために大切
なことです。広いエリアでの交流によ
って各地域の伝統文化がより多くの
人に理解され、さらに新たな交流に
よって新しい地域の魅力を創る
こともできます。

Q
A

新 発 田 圏 域no.2
●新発田市　●豊浦町　●聖籠町　●加治川村　
●紫雲寺町　●中条町　●黒川村

都市高度�
拡 大 型 �

835.99km2

153,598人

このエリアは面積が広いし、離島
もあるね。役場で住民票を取ると
きなんか不便にならないかなぁ？

一般的にはこれまでにあった役場を支所として残すなど
今までと変わらないサービスが受けられるように配慮
されます。こうしたことは合併する前に十分に話し合っ
て決められます。また、現在隣町に勤務している方は、
合併することによって勤務先近くの支所で住民票など
を交付してもらえたり、勤務先近くの保育所に子どもを
預けられるようになるので住民の利便性が増します。

Q
A

岩 船 圏 域no.1
●村上市　●関川村　●荒川町　●神林村
●朝日村　●山北町　●粟島浦村

都市高度�
拡 大 型 �

1,483.71 km2

81,873人

青年会議所などを中心に以前から合併の議論が盛んだけど、このエリアの合併はどんなメリットがあるのかな？

従来から「モノづくり」が盛んであり、伝統の技術が根づく地域ですから、行政や業界、住民が一体となれば産業振興にも大きなメリットが期待できます。また、新潟と長岡に挟まれて地域の個性がなくならないように地域の拠点性の向上が図れるといったことでも大きな意味があります。

Q
A

三条・燕圏域1
no.8

●三条市　●加茂市　●燕市　●吉田町　●田上町　
●下田村　●栄町

特例市�
移行型�

668.77km2

223,009人

郡を単位にしたエリアは考えられないのかな？

今回示したエリアは、通勤・通学や買い物など日常
社会生活圏の一体性に着目して設定されている
「広域市町村圏」をもとにしているので、基本的に
「郡」という考えをとっていません。大正時代に郡
制が廃止されてから行政体としての「郡」は存在し
ていないのですが、長い歴史の中で培

つちか

われた共通
意識があることも確かです。いずれにしても合併は
住民のみなさんの合意のもとに進められるもので
すから、地域で活発に議論することが大事です。

Q
A

三条・燕圏域2no.9
●岩室村　●弥彦村　●分水町　●寺泊町

市 制 �
移 行 型 �

159.10km2

46,528人

このエリアは過疎化や高齢化が進んでいるし、財
政状況も厳しそうね。これからどんなまちづくりを
目指したらいいのかな？

福祉施策を充実して高齢化に対応したまちづくり
が急がれますね。合併によってエリア全体を考えた
効果的、効率的な施設整備やスタッフの充実を進
めることが期待できます。また、阿賀野川ラインや
温泉など豊富な自然環境を活かして一体的に
整備することで観光産業を活性化させること
もできるのではないでしょうか。

Q
A

五 泉 圏 域 2no.7
●津川町　●鹿瀬町　●上川村　●三川村

行財政基盤�
強化・効率化型�

952.88km2

15,814人

２つの市町
の合併だけ

ど、この圏域
は合併する

と

どんなメリッ
トがあるのか

な？

より広いエリ
アでまちづく

りを考えるこ
とができま

す。一つにな
れば財政規

模も拡大し、
広域的な交

通

体系などに重
点的な投資

も図れます。
また、行政や

業界、住民が
一体となれば

、例えばニット
産業など共

通した産業の
振興に

も大きなメ
リットが

期待できます
。

Q
A

五 泉 圏 域 1
no.6

●五泉市　●
村松町

都市高度�

拡大型�351.87km2

58,821人

このエリアは３町村だけど新潟市と一緒になること
は考えられないの？

この３町村については通勤・通学や通院、買い物など
日常生活で巻町を中心としたまとまりがみられ、巻
町を中心に都市機能を充実することで独立した発展
が期待できることから考えられたエリアです。合併
パターンは、地域において合併の話し合いをしてい
ただくための参考やめやすとして県が示したもの
ですから、議論の結果、他の市町村も含めて合併す
ることもあり得ます。

Q
A

新 潟 圏 域 3no.5
●巻町　●西川町　●潟東村

市 制 �
移 行 型 �

124.86 km2

48,307人

■お問い合わせ
市町村課　広域行政班　025-285-5511（代）
※4月1日から市町村合併支援課になります。

政 令 指 定 都 市 移 行 型（人口50万人以上）

政令指定都市に移行することにより、高度な都市機能を集積
し、県土全体の発展における牽引役を目指す地域

中 核 市・特 例 市 移 行 型（人口20～30万人程度）
中核市又は特例市に移行することにより、自立性・拠点性の高
い都市への発展を目指す地域

都 市 高 度 拡 大 型（人口5～10万人程度）
核となる市と周辺地域が合併することにより、行政の一層の
高度化、地域の活性化を図ることを目指す地域

市 制 移 行 型（人口3～5万人程度）
町村が合併して市に移行することにより、権限を拡大し自立性
を高め、総合的行政運営を図ることを目指す地域

行財政基盤強化・効率化型（人口1～2万人程度）
町村の合併によって行財政を基盤強化・効率化し、行政サービ
スの維持や充実を図ることを目指す地域

市 町 村 合 併 類 型

※各圏域にある類型マークの左側の数字は合併後の面積と人口です。

政令指定都市�
移 行 型 �

中核市・特例市�
移 行 型 �

都市高度�
拡 大 型 �

市 制 �
移 行 型 �

行財政基盤�
強化・効率化型�



柏崎市と周辺の町村では規模がかなり違うけど、合
併によって周辺部が取り残されるような心配はな
いのかな？

柏崎市は昭和の大合併時に１０以上の町村が合併
（編入）し、昭和４０年代に入ってからも２町村が合併
（編入）して現在の一つのまちが築かれています。合
併後のまちづくりをどのように進めるかを十分に話
し合い、各地域の良さを活かしながら、機能分担や
周辺部に配慮した建設事業等を実施することなど
で、バランス良いまちづくりを行うことが可能です。

Q
A

柏 崎 圏 域no.13
●柏崎市　●高柳町　●刈羽村　●西山町

都市高度�
拡 大 型 �

466.83km2

102,925人

大きなエリアとなる長岡圏域2と一緒ではなく、１市１町の小さなエリアを考えたのはどうしてかな？
このエリアは住民の日常生活面では長岡市と強いつながりをもっていますが、一方で副次都市としての機能分担も進んでおり、行政上も消防、ごみ・し尿処理などでつながりがみられる地域です。今後さらに都市機能の充実を図るとともに、交通アクセスの利便性を活用した産業振興を図るこ
とで発展が期待できるエリアと
して考えられたものです。

Q
A

長 岡 圏 域 3
no.12

●小千谷市　●川口町

都市高度�
拡 大 型 �

205.15 km2

47,392人

中核市移行型とな
っているけど、中

核市って何？

具体的に何がどう
変わるんだろうね

。

中核市とは、人口
３０万人以上で面

積が１００km
2以上

の市である場合
に指定されること

ができる都市の

ことです。中核市
になると法律によ

って県が行って

いる事務が大幅
に市に委譲され

るので、住民生活

に密着した行政サ
ービスを総合的、

一元的に行え

るようになり、さら
には地域性を活

かした独自の

まちづくりが可能
となります。県内

では、現在

新潟市が中核市
となっています。

Q
A

長 岡 圏 域 2no.11
●長岡市　●見附市

　●栃尾市　●中
之島町　●越路町

●山古志村　●小国
町

中核市�

移行型�
772.26km2

298,325人

このエリアは、これまでも共通の歴史や文化があっ
たけれども、合併によって何が変わるの？

このエリアは、消防やごみ・し尿処理などで行政上の
つながりがみられ、また、江戸時代の天領であった歴
史や良寛の里など共通の歴史・文化があります。合
併によって、例えば点在している観光スポットをピ
ックアップして観光ルートを設定すれば、魅力が倍
増し観光客が増えるなど、小さいながらも地域の特
性を活かしたまちづくりが期待できると思います。

Q
A

長 岡 圏 域 1no.10
●三島町　●与板町　●和島村　●出雲崎町

行財政基盤�
強化・効率化型�

132.78km2

25,879人

昨年１２月に任意の合併協議会ができたみたいだ
ね。これってもう合併するっていうことなのかな？

合併は、地域の将来に関わる重要な問題ですから、
まず関係市町村において住民も交えた十分な検討
と議論が必要です。この議論の結果、関係市町村間
で合意に至り、議会で可決されてはじめて合併の方
向性が固まります。合併協議会は、合併することの
是非も含めて合併のための諸条件を協議する場で
すから、東頸城地域に設置された任意の合併協議
会でも、今後は合併の枠組みも含め様々な話し合
いが行われるものと思います。

Q
A

東 頸 城 地 域
no.17

●安塚町　●浦川原村　●松代町　●松之山町　
●大島村　●牧村

行財政基盤�
強化・効率化型�

430.64km2

20,834人

十日町市周辺の６市町村は、昨年の「大地の芸術祭」
という世界的イベントを成功させるなど広域的な
連携を強めているけど、このエリアを６市町村では
なく４市町村としたのはなぜかな？

合併はあくまでも地域で自主的に進められる問題
ですから、すでに他の町村との合併に向けた話し合
いが進んでいる２町を除いたエリアとして示したも
のです。このエリアはしっかりした伝統産業が根づ
き、自然の資源にも恵まれた地域ですから、今後は
都市機能の充実やエリア内の機能分担によって独
自の地域づくりが進むものと期待できます。

Q
A

十 日 町 圏 域no.16
●十日町市　●川西町　●津南町　●中里村

都市高度�
拡 大 型 �

585.57km2

69,996人

この４町は財政的にはそれほど深刻な状況に陥ってい
るわけじゃないと思うけど合併は必要なのかな？

町村の財政の改善は合併の大きなメリットの一つで
あることは確かですが、それだけではなく、小規模の
町村では困難だった専門職員の採用や公共施設の
計画的な配置など様々なメリットがあります。特にこ
のエリアは首都圏に直結したリゾート地として条件に
は恵まれていますから、合併によって行政や産業界、
そして住民が一体となって情報発信することで、まち
の魅力が倍増し、地域の活性化につながります。

Q
A

六 日 町 圏 域
no.15

●湯沢町　●塩沢町　●六日町　●大和町

市制�
移行型�

941.82km2

74,628人

このエリアでは大規模な文化施設を共同運営した
り、消防やごみ処理などの共同処理も進んでいる
けど、こういう広域行政と合併とはどう違うの？

「一部事務組合」や「広域連合」などにより今の市
町村のままで事務を共同で行うこともできますが、
処理する事務が一部に限られることや、市町村間の
連絡・調整などに時間がかかるなどの限界も指摘
されています。迅速で効率的な総合行政を展開す
るには、意思決定や事業実施などを単一の団体で
行うことができる「市町村合併」が最も有効な手段
と考えられます。

Q
A

小 出 圏 域
no.14

●堀之内町　●小出町　●湯之谷村　●広神村　●守門村
●入広瀬村

市制�
移行型�

946.93km2

45,387人

このエリアで合併すると市役所はどこに置かれる
のかな？

こうした調整が必要となる事項は、合併する前に関
係市町村の間で十分に時間をかけて話し合っ
て決めていきます。大切なことは、新しい
まちをどのように築いていくかであり、
そのために役所を含めた各施設をど
のように整備、配置するかを考えてい
くことです。

Q
A

佐 渡 圏 域no.21
●両津市　●相川町　●佐和田町　●金井町　●新穂村
●畑野町　●真野町　●小木町　●羽茂町　●赤泊村

都市高度�
拡 大 型 �

854.83km2

72,172人

この地域は、急速な高齢化が見込まれるけど、合併
すると福祉施策は充実するのかな？この地域に限らず、本県の高齢化は、全国平均を上
回って急速に進んでおり、高齢社会に備えた施策充
実が切実な課題となっています。これらに対応する
ためには、合併によって財政基盤の強化や専門ス
タッフの増強など体制を強化し、福祉施設の拡充
や効率的な配置など福祉施策の充実を図る必要が
あります。合併は、老後も安心して暮らせるまちづ
くりを行う上で重要な問題ですので、みなさんも考
えてみてください。

Q
A

糸 魚 川 圏 域
no.20

●糸魚川市　●能生町　●青海町

都市高度�
拡大型�

746.24km2

53,022人

スキーをはじめとしたスポーツリゾート地であり、
最近は「妙高四

し

季
き

彩
さい

博物園構想」など芸術文化と
も絡めた新たなまちづくりも進んでいるね。合併に
よってどんなメリットが期待できるのかな？

合併によって行政や産業界、そして住民が一体とな
れば、恵まれた資源を活かした国内有数のリゾート
地として外に向かって大きなアピールができるで
しょうし、また魅力を付け加えたまちづくりもスム
ーズに行うことができます。

Q
A

新井頸南圏域no.19
●新井市　●妙高高原町　●中郷村　●妙高村　●板倉町

都市高度�
拡 大 型 �

555.58km2

52,493人

この圏域は「特例市移行型」と分類されているけど、
特例市って何？具体的に何がどう変わるのかな？

特例市とは、人口２０万人以上である場合に、指定さ
れることができる都市のことです。特例市になると、
法律によって県が行っている事務のうち一定部分の
事務が市に委譲され、住民に身近な行政をより幅広
く行えるようになり、地域性を活かした独自のまち
づくりが展開可能となります。また、特例市としての
イメージアップにより地域の拠点性が高まります。

Q
A

上 越 圏 域no.18
●上越市　●柿崎町　●大潟町　●頸城村　●吉川町
●清里村　●三和村　●名立町

特 例 市 �
移 行 型 �

608.69km2

185,687人
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が
地
方
に
波
及
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、中
央
政

府
か
ら
あ
る
程
度
独
立
し
た
近
代
的
な
地
方
自

治
を
敷
こ
う
と
し
て
町
村
の
合
併
を
進
め
た
の

で
す
。

当
時
、全
国
に
は
江
戸
時
代
の
自
然
発
生
的
な

町
村
の
延
長
で
あ
る
町
村
が
７
万
以
上
、新
潟
県

に
は
約
４
、５
０
０
も
あ
り
ま
し
た
。こ
の
小
さ
な

単
位
か
ら
、戸
籍
や
小
学
校
な
ど
の
事
務
を
処
理

で
き
る
３
０
０
〜
５
０
０
戸
を
標
準
と
し
て
、全
国

一
律
の
町
村
合
併
を
進
め
る
こ
と
と
し
た
の
で
す
。

計
画
が
明
ら
か
に
な
る
と
県
下
全
域
は
騒
然

と
な
り
ま
し
た
。
当
時
の
町
村
は
生
活
習
慣
、水

利
、産
業
な
ど
住
民
生
活
に
密
着
し
て
い
ま
し
た

か
ら
、住
民
の
意
思
を
無
視
す
る
よ
う
な
ケ
ー
ス

に
は
強
行
な
反
対
も
あ
っ
た
の
で
す
。

そ
れ
で
も
政
府
は
こ
れ
を
断
行
し
、そ
の
結
果
、

新
潟
県
の
市
町
村
数
は
明
治
２２
年
末
に
は
、５
分

の
１
以
下
の
８
０
０
余
り
に
減
少
し
た
の
で
す
。

こ
れ
が
「
明
治
の
大
合
併
」で
す
。

ー
さ
ら
に
進
め
ら
れ
た
合
併

し
か
し
、新
潟
県
下
で
は
規
模
が
小
さ
く
財
政

的
に
も
脆
弱

ぜ
い
じ
ゃ
く

な
町
村
が
ま
だ
多
く
残
っ
て
い
ま
し

た
。
事
実
、当
時
は
全
国
の
町
村
平
均
戸
数

が
５
８
３
戸
に
対
し
、新
潟
県
は
３
５
１

戸
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
す
。そ
し
て

明
治
３０
年
に
伝
染
病
予
防
に
関
す

る
事
務
と
費
用
負
担
が
町
村
に
義

務
づ
け
ら
れ
、赤
痢
の
大
流
行
な
ど

に
よ
る
衛
生
費
の
大
膨
張（
明
治
３１

年
に
は
明
治
２８
年
の
１３
倍
）や
教
育
費
の
負

担
増
な
ど
に
よ
っ
て
町
村
の
財
政
は
逼
迫

ひ
っ
ぱ
く

し
て

い
っ
た
の
で
す
。こ
う
し
た
中
、明
治
３４
年
２
月
、

柏
田
新
潟
県
知
事
は
町
村
合
併
の
実
施
を
明

ら
か
に
し
ま
し
た
。
県
の
示
し
た
合
併
案

に
反
対
の
町
村
会
は
８０
％
に
も
達
し
ま

し
た
が
、県
は
こ
れ
を
強
行
し
、同
年
１１

月
に
は
町
村
数
は
８
１
６
か
ら
４
５
６
に

減
っ
た
の
で
す
。

●
昭
和
の
大
合
併

ー
そ
れ
は
地
方
自
治
の
強
化
と
財

源
の
拡
充
を
図
る
た
め
に
行
わ
れ
、

新
制
中
学
校
が
合
理
的
に
運
営
で

き
る
人
口
８
、０
０
０
人
規
模
を
標
準

と
し
て
進
め
ら
れ
ま
し
た
。

戦
後
、新
憲
法
に
よ
っ
て
地
方
自
治
が
保
障
さ

れ
、新
た
な
地
方
自
治
制
度
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し

た
。
市
町
村
に
は
新
制
中
学
の
設
置
管
理
を
は
じ

め
と
し
た
教
育
、
社
会
福
祉
、
保
健
衛
生
な
ど

様
々
な
分
野
の
仕
事
が
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
す
が
、当
時
の
町
村
の
多
く
は
規
模
が
と

て
も
小
さ
い
う
え
、地
方
交
付
税
の
制
度
が
ま
だ

導
入
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、行
政
的
に
も

財
政
的
に
も
と
て
も
対
応
で
き
な
い
状
況
に
あ

り
ま
し
た
。

昭
和
２４
年
に
来
日
し
た
シ
ャ
ウ
プ
税
制
使
節
団

は
、日
本
の
地
方
自
治
の
強
化
と
財
源
の
拡
充
を

図
る
た
め
中
央
、地
方
を
通
じ
た
行
財
政
制
度
に

関
す
る
勧
告（
い
わ
ゆ
る
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
）を
行
い

ま
し
た
が
、こ
の
勧
告
で
は
町
村
合
併
の
必
要
性

が
強
調
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。こ
れ
を
受
け
て
政

府
は
本
格
的
な
検
討
を
進
め
、新
制
中
学
校
が
合

理
的
に
運
営
で
き
る
人
口
規
模
を
念
頭
に
、全
国

一
律
に
人
口
約
８
、０
０
０
人
を
標
準
と
し
た
町

村
の
合
併
を
推
進
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
す
。

合
併
の
過
程
で
は
、住
民
の
利
害
や
感
情
の
対

立
、学
校
へ
の
通
学
距
離
、役
場
の
位
置
な
ど
を

巡
る
紛
争
な
ど
も
あ
り
ま
し
た
が
、結
果
的
に
は

計
画
の
９５
％
が
達
成
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
新
潟

県
の
市
町
村
数
は
昭
和
３６
年
に
は
ほ
ぼ
現
在
の
数

に
近
い
１
１
７
と
な
っ
た
の
で
す
。

●
平
成
の
合
併
の
動
き

ー
私
た
ち
の
暮
ら
す
ま
ち
の
将
来
に
無
関
心

で
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

明
治
、昭
和
と
い
う
時
代
の
大
き
な
変
わ
り
目

に
行
わ
れ
た
市
町
村
の
大
合
併
。
生
活
の
場
で
あ

り
、住
民
に
最
も
身
近
な
自
治
体
で
あ
る
市
町
村

の
合
併
は
、言
わ
ば
強
制
的
に
進
め
ら
れ
た
も
の

で
す
が
、そ
の
規
模
の
め
や
す
と
し
て
、明
治
は
小

学
校
の
事
務
、昭
和
は
新
制
中
学
校
が
運
営
で
き

る
規
模
と
、国
づ
く
り
の
根
幹
で
あ
る
「
教
育
」
と

い
う
こ
と
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
は
と
て

も
興
味
深
い
こ
と
で
す
。

２１
世
紀
を
迎
え
、成
熟
型
社
会
へ
の
移
行
と
い

う
大
き
な
転
換
期
を
迎
え
た
今
ま
た
、市
町
村
の

合
併
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
ま
す
。た
だ
し
、

今
回
は
強
制
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
た
ち
の
ま

ち
の
将
来
は
自
分
た
ち
で
決
め
る
地
方
分
権
の

時
代
で
す
。
そ
れ
だ
け
に
責
任
も
重
大
で
す
。
決

し
て
無
関
心
で
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
私
た
ち
の
暮

ら
す
ま
ち
が
今
後
ど
の
よ
う
な
方
向
に
進
む
の

か
し
っ
か
り
と
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。（

参
考
「
新
潟
県
の
あ
ゆ
み
」
他
）

●
明
治
の
大
合
併

ー
そ
れ
は
中
央
政
府
か
ら
あ
る
程
度
独
立
し
た

地
方
自
治
を
め
ざ
し
て
行
わ
れ
、戸
籍
や
小
学
校

な
ど
の
事
務
を
処
理
す
る
に
適
当
な
３
０
０
〜

５
０
０
戸
を
め
や
す
に
進
め
ら
れ
ま
し
た
。

明
治
１９
年
に
東
蒲
原
郡
が
福
島
県
か
ら
新
潟

県
に
編
入
さ
れ
、現
在
の
新
潟
県
の
県
域
が
確
定

し
ま
し
た
。
そ
の
背
景
に
は
、福
島
県
若
松
地
方

の
分
県（
福
島
県
か
ら
の
分
離
独
立
）運
動
が
全

国
に
広
ま
る
の
を
恐
れ
た
政
府
が
東
蒲
原
を
新

潟
県
に
管
轄
替
え
す
る
こ
と
で
そ
の
抑
圧
を
図
っ

た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
よ
う
で
す
。

さ
て
、明
治
２２
年
に
は
、大
日
本
帝
国
憲
法
が

発
布
さ
れ
、帝
国
議
会
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

強
力
な
中
央
集
権
政
策
を
進
め
る
う
え
で
、

政
府
は
国
会
の
開
設
に
よ
る
中
央
の
混
乱

●
タ
テ
の
カ
ギ

q
２
０
０
１
年
１
月
１
日
に
新
潟
市
と
合
併

し
た
黒
○
○
町

→

改
正
合
併
特
例
法
適
用
の
全
国
初
の
ケ
ー
ス

w
広
域
的
な
取
り
組
み
で
よ
り
よ
い
○
○
○
○
険

→

社
会
全
体
で
介
護
を
支
え
る
制
度

e
住
民
に
最
も
身
近
な
基
礎
的
地
方
公
共
団
体

→

本
県
は
北
海
道
、長
野
県
の
次
に
多
い
１
１
１

r
日
常
生
活
圏
な
ど
を
参
考
に
し
て
作
ら
れ
た

「
２１
の
合
併
パ
○
○
ン
」

t
常
に
求
め
ら
れ
て
い
る
行
政
○
○
○
○
の
向
上

y
自
治
体
に
意
見
を
述
べ
る
「
行
政
モ
○
○

○
制
度
」

u
地
方
公
共
団
体
間
の
財
源
の
不
均
衡
を
調

整
す
る「
地
方
○
○
○
税
」

i
江
戸
時
代
は
幕
○
○
体
制

→

越
後
の
半
分
と
佐
渡
は
幕
府
が
直
轄
し
、他
は

高
田
以
下
１１
藩
が
治
め
て
い
た

o
新
潟
県
の
広
域
市
町
村
圏
は
１４
の
○
○
○
○

●
ヨ
コ
の
カ
ギ

w
あ
る
地
域
の
人
口
な
ど
が
少
な
す
ぎ
る
こ
と

→

県
内
で
地
域
指
定
を
受
け
て
い
る
の
は
４２
市
町
村

e
急
速
に
進
む
「
○
○
○
○
化
」
は
未
来
に

深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
す

→

本
県
の
合
計
特
殊
出
生
率
の
推
移

２．
０
３
人（
昭
和
５０
年
）→

１．
４
８
人（
平
成
１１
年
）

t
合
併
の
組
み
合
わ
せ
は
、人
口
規
模
が
基

本
的
に
○
○
万
人
以
上
に
な
る
よ
う
に
考

え
ら
れ
て
い
る

y
合
併
す
る
場
合
、通
常
は
法
定
協
議
会
の
前
に

○
○
○
の
協
議
会
を
設
置
し
、事
前
調
整
に
時

間
を
要
す
る
課
題
や
問
題
点
を
整
理
す
る

u
○
○
域
市
町
村
圏
を
基
本
に
考
え
ら
れ
た

合
併
パ
タ
ー
ン

!0
「
新
潟
県
市
町
村
合
併
促
進
○
○
○
○
」

を
も
と
に
活
発
な
合
併
議
論
を
！

→

こ
れ
を
も
と
に
各
地
で
合
併
議
論
が
高
ま
り
、

地
域
の
将
来
像
を
考
え
る
き
っ
か
け
に
な
る
こ
と

が
期
待
さ
れ
て
い
る

!1
合
併
後
の
新
し
い
ま
ち
づ
く
り
に
向
け
て

結
ぶ「
合
併
○
○
○
○
○
書
」

→

通
常
こ
れ
を
取
り
交
わ
し
た
後
、関
係
市
町
村

議
会
の
議
決
な
ど
法
手
続
が
進
め
ら
れ
る

!2
パ
ソ
コ
ン
で
家
に
い
な
が
ら
世
界
が
わ
か

る「
○
○
○
○
ネ
ッ
ト
」

→

情
報
通
信
の
利
用
に
よ
り
、住
民
と
行
政
の
双

方
向
に
お
け
る
情
報
の
共
有
が
図
ら
れ
る

!3
約
１
２
９
兆
円
に
も
の
ぼ
る
地
○
○
債
現
在
高

→

県
債
現
在
高
は
１
兆
８
、９
０
１
億
円（
１３
年
度

末
見
込
み
）

!4
情
報
化
の
進
展
で
事
務
処
理
が
○
○
○
○

ア
ッ
プ

→

合
併
に
よ
り
行
財
政
基
盤
が
強
化
さ
れ
、一
層

の
効
率
化
が
図
ら
れ
る

２１
世
紀
…
地
方
が
自
立
す
る
時
代

●
太
枠
の
文
字
を
う
ま
く
並
べ
て
次
の
こ
と
ば
を

完
成
さ
せ
て
く
だ
さ
い

「

ブ
　
　

」

ヒ
ン
ト 1

2 5 8

3

11

12

13

7

9

10

4 6

14

２２年４月 市制・町村制施行
町村制施行に伴う町村合併を実施、町村数
４，５９３を分合して８１５となす（町４６、村７６９）

３４年１１月 新潟県独自の大合併を実施
市１、町４８、村４０８となす

２８年１０月 本県の市町村数３８４（市７、町５１、村３２６）
町村合併促進法施行

３１年４月 新市町村建設促進法施行

３６年６月 本県の市町村数１１７（市２０、町５０、村４７）

３７年４月 水沢村と十日町市が合併

４０年３月 市町村の合併の特例に関する法律施行

４２年1月 築地村と中条町が合併

４３年１０月 黒姫村と柏崎市が合併

４６年４月 直江津市と高田市が合併し上越市となる

４６年5月 柏崎市と北条町が合併

１1年7月 市町村の合併の特例に関する法律改正

１３年１月 新潟市と黒埼町が合併

昭和の大合併

21世紀の幕開けを飾った新潟市と黒埼町の合併

昭和28年10月当時の新潟県
市町村区域図（384市町村）。
その後、昭和36年には
117市町村となった。

内務大臣にあてた

合併稟
りん

請
せい

書（明治３４年）

明
治

昭
和

平
成

明治の大合併

●
答
え
は
、前
ペ
ー
ジ
下
に
あ
り
ま
す
。
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